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第 2 章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

普天間飛行場の早期移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再編に

係る日米間の協議過程で検討を行った結果、平成 17 年 10 月 29 日の日米安全保障

協議委員会(「日米同盟：未来のための変革と再編」)において、普天間飛行場の代

替施設をキャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾を結ぶＬ字型

に設置するとの案が承認されました。 

その後、周辺地域上空の飛行ルートを回避してほしいとの地元要望を踏まえ、平

成 18 年 4 月 7 日に防衛庁長官と名護市長及び宜野座村長との間で、普天間飛行場

代替施設の建設場所について、平成 17 年 10 月 29 日に同委員会において承認され

た政府案を基本に、1.周辺住民の生活の安全、2.自然環境の保全、3.同事業の実行

可能性に留意して建設することとし、Ｖ字型の 2本の滑走路からなる案で合意しま

した。平成 18 年 5 月 1 日の同委員会(「再編の実施のための日米ロードマップ」)

において、普天間飛行場代替施設を辺野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の

水域を結ぶ形で設置し、2本の滑走路をＶ字型に配置することが承認されました。 

平成 22 年 5月 28 日の日米安全保障協議委員会において、普天間飛行場の代替の

施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置することが

再確認され、代替の施設の位置、配置及び工法などに関する専門家による検討を経

て、平成 23 年 6月 21 日の同委員会（「在日米軍の再編の進展」）において、代替の

施設を海面の埋立てを主要な工法として、Ｖ字型に配置される 2本の滑走路を有す

るものとすることが決定されました。 

本事業は、かかる経緯のもと、辺野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾に一

部埋立てにより普天間飛行場代替施設を整備し、同飛行場の移設・返還を進めるこ

とを目的とするものです。 

この代替施設は、現在提供されているキャンプ・シュワブの陸上部分を活用し、

施設・区域内に建設されるものであり、海上に設置する部分をできる限り少なくし

たものです。航空機の騒音について、ヘリが訓練などで日常的に使用する場周経路

は、周辺の集落から離れた海上を考えており、また、ヘリの計器飛行又は固定翼小

型連絡機の飛行経路は周辺の集落などを極力通過しないよう考えており、周辺に影

響を及ぼさないようにすることとしています。 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 対象事業の種類 

飛行場及びその施設の設置 

公有水面の埋立て 

 

2.2.2 対象事業実施区域の位置 

名護市辺野古沿岸域（図-2.2.2.1、図-2.2.2.2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.2.1 飛行場及びその施設の設置の事業実施区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.2.2 公有水面の埋立ての事業実施区域 
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2.2.3 対象事業の規模 

飛行場及びその施設の設置：滑走路の長さ 1,200m(2 本) 

公有水面の埋立て：約 160ha(代替施設本体約 150ha、護岸部分約 5ha 及び辺野

古地先水面作業ヤード約 5ha) 

 

2.2.4 対象事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類 

普天間飛行場代替施設に配備される航空機の種類は、普天間飛行場に現在配備

されている航空機のうち、平成 18 年 5月 1日の「米軍の再編のための日米ロード

マップ」において岩国飛行場を拠点とすることとされている KC-130 以外のものを

想定しており、具体的には、回転翼航空機として CH-53、UH-1 及び AH-1、ティル

トローター機として平成23年6月に米国防省からCH-46の後継機として沖縄配備

が発表された MV-22、短距離で離発着できる固定翼航空機として、C-35 及び C-12

としています。 

また、この他に、他の飛行場から飛来する航空機（例えば C-20 等）の使用もあ

り得るものと考えています。 

米側からの情報によれば、現在、普天間飛行場においては、海兵隊のヘリ 54

機（CH-46、24 機、CH-53、12 機、AH-1、12 機、UH-1、6 機）、固定翼連絡機 4

機（C-12、1 機、C-35、3 機）及び空中給油機（KC-130）15 機が配備されていま

す。 

 

2.2.5 飛行場の諸元等 

 (1) 滑走路の配置 

代替施設は、名護市長及び宜野座村長からの要請である周辺地域上空の飛行を

回避するとの観点から、2本の滑走路をＶ字型に配置しています。 

 

 (2) 滑走路の長さ 

滑走路の長さについては、普天間飛行場に配備されている連絡機（C-12 及び

C-35）や他の飛行場から飛来する可能性のある連絡機と同等のもの（例えば C-20）

の離発着というニーズを考慮した結果、2006 年の「再編の実施のための日米ロー

ドマップ」において、滑走路長を 1,600m とし、オーバーランを含み護岸を除いた

合計の長さを 1,800m としていました。 

その後、米国政府内において安全性に係る詳細な検討を行った結果、オーバー

ランの長さについては、両側 300m 必要であるという結論に至りました。 

オーバーランの長さを 300m にしたことにより、通常であればオーバーランと滑

走路の合計の長さを延ばすこととなりますが、これまでの日米合意（オーバーラ

ンを含み護岸を除いた合計の長さを 1,800m とする）を順守する観点から、オーバ
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ーランと滑走路の合計の長さは変えず、滑走路長を 1,600m から 1,200m に短くし

ました。 

他方で、C-20、C-21、MV-22 が 大重量で離陸する場合、必要な滑走路長は 1,200m

以上となることを踏まえ、極力、長い滑走距離を確保することが必要であったこ

とから、離陸時にオーバーランを実質的に滑走路として使用することができるよ

う、オーバーランは滑走路と同一の荷重支持能力を有することとしたところです。 

この結果、C-20、C-21、MV-22 は 大重量で離陸することはできませんが、米

軍は運用制限をかけることにより対応可能であると判断しています。 

なお、着陸時においては、1,200m の滑走路での運用を想定しています。 

配備される航空機の必要離発着滑走路長については、表-2.2.5.1に示すとおり

です。 

 

 

図-2.2.5.1 滑走路の運用（離陸時） 

 

 

図-2.2.5.2 滑走路の運用（着陸時） 
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 (3) 滑走路の幅 

滑走路の幅については、代替施設で配備される CH-53 等の回転翼機や短距離で

離発着できる航空機の所要に見合う必要な幅として 30m、路肩幅左右各々7.5m と

しています。 

 

 (4) 飛行場区域の面積 

飛行場施設の位置・形状については、図-2.2.5.3のとおりです。 

飛行場区域の面積については、陸上部・埋立部を併せて概ね 205ha です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.5.3 飛行場施設の位置・形状 
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 (5) 主な飛行場施設及び配置 

飛行場施設の現時点の配置計画については、図-2.2.5.4のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.5.4 飛行場施設の配置計画 

 

  1) 進入灯 

パイロットが着陸進入に際し滑走路の状況を視覚的に把握するための施設とし

て、北側滑走路の南西側に約 780m、南側滑走路の北東側に約 420m の進入灯（灯

火間隔約 30m）を設置します（詳細は 2.4.3 (4)参照）。 

 

  2) 燃料桟橋及び燃料関連施設 

航空機用燃料を運搬する船舶（Ｔ－１タンカー（全長約 109m、図-2.2.5.5参照）

等）が接岸し、燃料の積降しを行うことができる施設として、燃料桟橋（詳細は

2.4.3.(5)参照）を設置するほか、当該燃料を貯蔵するための施設（容量約

30,000KL）、当該燃料を航空機に供給するための給油所を設置します。 
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１８．９フィート

３５６．２フィート
（約１０９メートル）

５３．１フィート
（約１６．２メートル）

全　　長

幅

喫　　水

排水量

Ｔ－１

（約５．７６メートル）

速　　力

Military Sealift Command ウェブサイトより

７，５８７トン

１２ノット

 

図-2.2.5.5 T-1 タンカー諸元 

 

  3) 格納庫 

航空機及び航空機部品の整備・修理を行うための施設として、格納庫（8 棟程

度）を設置します。 

 

  4) 駐機場 

航空機を駐機するためのスペース（航空機が格納庫へアクセスするためのスペ

ースを含む）として、駐機場（約 240,000 ㎡程度）を設置します。 

 

  5) 飛行場支援施設 

飛行場の運用を支援するための施設として、通信施設、車両整備場、電子・通

信機器整備場、倉庫等を設置します。 

 

  6) 洗機場 

海水による航空機の錆びを防ぐため、洗機場（3カ所で約 12,000 ㎡程度）を設

置します。また、発生する排水を処理するための処理施設を設置します。 
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  7) 航空障害灯 

航空機の航行の安全を確保するため、航空障害灯の設置を検討しています。 

 

  8) 無線施設 

航空保安施設及び航空管制施設として、管制塔、送受信施設等を設置します。 

なお、普天間飛行場においては、自動管制機能が導入され、安全性が向上した

ところであり、当該機能が代替施設にも導入されるものと想定されます。 

 

  9) 照明（航空灯火） 

普天間飛行場には、飛行場灯台、滑走路灯、誘導路灯等が設置されており、こ

れら航空灯火を代替施設に設置します。 

 

  10) 弾薬搭載エリア 

航空機に弾薬を搭載する（又は航空機から弾薬を降ろす）ための場所として、

弾薬搭載エリア（約 16,000 ㎡程度）を設置します。 

 

  11) エンジンテストセル 

普天間飛行場と同様に屋内でエンジンテストを実施するため、エンジンテス

トセル（約 900 ㎡程度）を設置します。 

 

  12) 消火訓練施設 

航空機火災に対処する要員を訓練するため、消火訓練施設（1箇所）を設置し

ます。なお、本施設はガスを燃焼させ、この炎を水を用いて消火することによ

り、消火訓練を行うものであり、消火剤等の薬剤は訓練に使用することはあり

ません。 

 

  13) ヘリパッド 

回転翼機の垂直離着陸訓練用等として 4箇所のヘリパッドを設置します。 

 

  14) 汚水処理浄化槽 

基地内の汚水を処理するための施設として、汚水処理浄化槽（計画日汚水量

約 2,600m3）を設置します。 

 

  15) 護岸（係船機能付） 

ヘリ等が故障した場合等において船舶（T-AVB4（全長約 184m、図-2.2.5.6参

照）等）を使用した輸送を実施する必要があることから、護岸の一部（約 200
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ｍ）を船舶が接岸できる構造（係船機能付）として整備しますが、恒常的に兵

員や物資の積み卸しを機能とするようないわゆる軍港を建設することは考えて

いません。 

また、船舶が航行するために必要な水深は現在確保されていることから、新

たな航路・泊地の浚渫は行いません。 

 

 

幅
９０フィート２インチ
（約２７．５メートル）

喫　　水
３２フィート１０インチ

（約１０メートル）
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速　　力

２３，８００トン

１９ノット

全　　長

Ｔ－ＡＶＢ４

６０２フィート
（約１８３．５メートル）

Military Sealift Command ウェブサイトより

 
図-2.2.5.6 T-AVB4 諸元 
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2.2.6 代替施設の運用等 

 (1) 飛行経路 

飛行経路については、名護市長及び宜野座村長から、周辺地域上空を回避する

よう要請されたことを踏まえ、Ｌ字からＶ字に変更し、平成 18 年 4月 7日に両首

長と基本合意書を締結し、当初、風向きにより、図-2.2.6.1又は図-2.2.6.2に示

すとおりとしていたところです。しかしながら、代替の施設の有視界飛行経路に

ついては、平成 22 年夏に行われた普天間飛行場の代替の施設に係る二国間専門家

検討会合での検討において、標準的な航空慣行、運用上の所要、安全性に基づき、

また、上空飛行や騒音を含む地元コミュニティへの影響に配慮して設定するべく、

日米間で議論を継続していくこととなりました。 

これを受け、平成 23 年 6月に米国防省が平成 24 年の遅くから普天間飛行場に

配備されている CH-46 を MV-22 オスプレイに換装する旨の発表を行ったことも踏

まえ、改めて米側と協議した結果、図-2.2.6.3及び図-2.2.6.4に示すとおりとし

ました。 

① 図-2.2.6.3は、北東よりの風向きの場合の離発着経路及び有視界飛行の場

周経路を図示したものです。この図においては、 

－ Ａ滑走路が飛行場への到着時の主たる滑走路として使用され、Ｂ滑走路

が出発のために使用される主たる滑走路となります（図中の赤い矢印）。 

－ Ａ滑走路は、②に示される条件がない場合には、場周経路上を有視界飛

行する場合の主たる滑走路として使用されます（図中の黒い矢印）。  

また、図-2.2.6.4は、南西よりの風向きの場合の離発着経路及び有視界飛行の

場周経路を図示したものです。 

－ Ａ滑走路が飛行場への出発時の主たる滑走路として使用され、Ｂ滑走路

が到着のために使用される主たる滑走路となります（図中の赤い矢印）。 

－ Ａ滑走路は、②に示される条件がない場合には、場周経路上を有視界飛

行する場合の主たる滑走路として使用されます（図中の黒い矢印）。  

② Ｖ字型の滑走路は、主たる滑走路を使用することにより離発着時の飛行及

び有視界飛行の場周経路が海上を通ることができるよう作られたものです。

しかしながら、気象（風向き、視界及び雲の状況）、管制官の指示（間隔及

び順序）、安全（緊急時）、パイロットの専門的な判断、運用上の所要等によ

り、航空機は図示された場周経路から外れることがあります。また、状況に

より主たる滑走路の使用が妨げられる場合（鳥による障害、悪天候、緊急時、

その他の滑走路の使用を妨げる物体）、または運用上の所要から必要とされ

るとき（状況によりやむを得ない場合）には、もう一方の滑走路が使用され

ます。 
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なお、那覇防衛施設局（現沖縄防衛局）がこれまでに実施した気象調査では概

ね北東側からの風向きは約 70％であり、通常の環境下において、基本的にはこの

比率に応じた離発着が行われるものと推測されます。 

基本的にはこうした運用を考えており、現在でも地域の上空の飛行を基本的に

回避する方向で対応するとの認識に変わりはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.6.1 当初の飛行経路（北東よりの風の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.6.2 当初の飛行経路（南西よりの風の場合） 

主たる風向

0
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有視界飛行における飛行経路

普天間飛行場代替施設
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計器飛行における進入経路
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安部

久志
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嘉陽

有視界飛行における飛行経路
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有視界飛行の場周経路（北東よりの風の場合）

 

図-2.2.6.3 飛行経路（北東よりの風の場合） 

 

 

有視界飛行の場周経路（南西よりの風の場合）

 

図-2.2.6.4 飛行経路（南西よりの風の場合） 
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 (2) 供用時の離発着回数 

供用時の離発着回数は、米軍の運用の細部に係る事項であり、あらかじめ示す

ことは、困難であります。 

普天間飛行場代替施設における予測コンター図を作成するために必要となる１

日の標準飛行回数については、図-2.2.6.5に示すとおり、平成元年以降 も騒音

発生回数が 大値である平成 8年の騒音発生回数を基に、米軍提供の普天間飛行

場の運用状況実態調査の結果を考慮して算出しました(6.1.2(1)参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2.6.5 普天間飛行場における自動騒音測定結果（平成元年度以降） 

    （滑走路両端近傍の１日当たりの平均回数） 

№１（北側） №２（南側） 計

平成 元 56 57 113

平成 ２ 58 40 98

平成 ３ 52 39 91

平成 ４ 43 50 93

平成 ５ 42 45 87

平成 ６ 44 47 91

平成 ７ 49 53 102

平成 ８ 39 80 119

平成 ９ 33 56 89

平成 １０ 39 55 94

平成 １１ 45 60 105

平成 １２ 41 71 112

平成 １３ 41 57 98

平成 １４ 56 48 104

平成 １５ 34 31 65

平成 １６ 19 16 35

平成 １７ 26 22 48

平成 １８ 25 21 46

平成 １９ 28 25 53

平均 41 46 86

年度別
１日平均騒音発生回数

備考

回数 

年度

※滑走路両端近傍に設置している自動騒音測定措置により、ピーク騒音レベルが 70dB 以上で、かつ、ピーク 

騒音レベルから 10dB 下がった音の継続時間が５秒以上の騒音発生回数である。 
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 (3) 現普天間飛行場の離発着回数 

現在の普天間飛行場の滑走路両端に設置している自動騒音測定装置における平

成 18、19 年度の時間帯別の騒音発生回数は、表-2.2.6.1のとおりです。 

また、同様に自動騒音測定装置における騒音発生回数に基づき求めた年度別の

飛行回数は、図-2.2.6.5に示すとおりであり、1日当たりの平均飛行回数は 86 回

です。なお、米軍提供資料によると、対象事業に係る飛行場の使用を予定する回

転翼機の飛行割合は約 64％、短距離で離発着出来る航空機の飛行割合は約 9％と

なっています。 

表-2.2.6.1 普天間飛行場に係る航空機騒音常時測定結果（騒音発生回数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成１８年度】

00:00 07:00 19:00 22:00 00:00 07:00 19:00 22:00
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

07:00 19:00 22:00 24:00 07:00 19:00 22:00 24:00
　平成18年04月 合計 4 746 183 8 941 6 723 144 32 905

30 平均 0 25 6 0 31 0 24 5 1 30
　平成18年05月 合計 3 588 74 8 673 3 423 72 14 512

31 平均 0 19 2 0 22 0 14 2 0 17
　平成18年06月 合計 5 862 180 28 1075 11 679 107 9 806

30 平均 0 29 6 1 36 0 23 4 0 27
　平成18年07月 合計 7 618 92 21 738 6 476 56 14 552

31 平均 0 20 3 1 24 0 15 2 0 18
　平成18年08月 合計 2 767 83 12 864 10 637 73 11 731

31 平均 0 25 3 0 28 0 21 2 0 24
　平成18年09月 合計 4 742 99 0 845 3 680 77 17 777

30 平均 0 25 3 0 28 0 23 3 1 26
　平成18年10月 合計 3 398 14 0 415 7 306 19 2 334

31 平均 0 13 0 0 13 0 10 1 0 11
　平成18年11月 合計 5 586 14 2 607 5 497 19 1 522

30 平均 0 20 0 0 20 0 17 1 0 17
　平成18年12月 合計 2 731 66 0 799 2 694 88 0 784

31 平均 0 24 2 0 26 0 22 3 0 25
　平成19年01月 合計 1 708 88 1 798 0 684 136 1 821

31 平均 0 23 3 0 26 0 22 4 0 26
　平成19年02月 合計 1 720 44 4 769 9 525 53 6 593

28 平均 0 26 2 0 27 0 19 2 0 21
　平成19年03月 合計 2 700 25 0 727 2 540 22 0 564

31 平均 0 23 1 0 23 0 17 1 0 18
合計 365 39 8166 962 84 9251 64 6864 866 107 7901

0 22 3 0 25 0 18 2 0 21

【平成１９年度】

00:00 07:00 19:00 22:00 00:00 07:00 19:00 22:00
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

07:00 19:00 22:00 24:00 07:00 19:00 22:00 24:00
　平成19年04月 合計 1 599 59 3 662 4 547 54 7 612

30 平均 0 20 2 0 22 0 18 2 0 20
　平成19年05月 合計 1 815 114 1 931 4 752 83 2 841

31 平均 0 26 4 0 30 0 24 3 0 27
　平成19年06月 合計 2 614 33 0 649 4 488 52 2 546

30 平均 0 20 1 0 22 0 16 2 0 18
　平成19年07月 合計 3 709 184 5 901 4 651 164 7 826

31 平均 0 23 6 0 29 0 21 5 0 27
　平成19年08月 合計 2 713 168 17 900 1 630 144 6 781

31 平均 0 23 5 1 29 0 20 5 0 25
　平成19年09月 合計 0 687 81 1 769 3 592 136 10 741

30 平均 0 23 3 0 26 0 20 5 0 25
　平成19年10月 合計 0 783 70 2 855 6 706 130 6 848

31 平均 0 25 2 0 28 0 23 4 0 27
　平成19年11月 合計 0 569 19 0 588 4 460 35 2 501

30 平均 0 19 1 0 20 0 15 1 0 17
　平成19年12月 合計 0 818 40 0 858 1 683 77 2 763

31 平均 0 26 1 0 28 0 22 2 0 25
　平成20年01月 合計 1 967 115 3 1086 2 1013 197 11 1223

31 平均 0 31 4 0 35 0 33 6 0 39
　平成20年02月 合計 10 917 58 5 990 1 654 81 8 744

29 平均 0 32 2 0 34 0 23 3 0 26
　平成20年03月 合計 1 953 115 10 1079 11 794 85 27 917

31 平均 0 31 4 0 35 0 26 3 1 30
合計 366 21 9144 1056 47 10268 45 7970 1238 90 9343

0 25 3 0 28 0 22 3 0 25

計 計

日平均値

観測点　[ №１（滑走路北側） ] 観測点　[ №2（滑走路南側） ]

観測点　[ №１（滑走路北側） ] 観測点　[ №2（滑走路南側） ]

日平均値

月
時間帯別回数 時間帯別回数

月
時間帯別回数 時間帯別回数

計 計
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 (4) 代替施設における給排水計画 

供用時の給排水計画については、当該事業のみにかかるものだけではなく、普

天間飛行場等からの軍人・軍属等の転入に伴う、キャンプ・シュワブ内における

人口増加等の将来の状況を考慮し計画しています。 

なお、キャンプ・シュワブ内における将来の人口は、基地従業員を含め約 6,400

名として給排水計画を行いました。 

 

  1) 上水道計画 

将来の必要計画給水量は、1日約 4,200m3となります。 

現在は、辺野古ダムを水源とする名護市市水から供給を受けていますが、沖縄

県企業局において、国道 329 号線に送水管布設の工事が進められており、将来は、

沖縄県企業局からの供給を受けることになります。 

沖縄県企業局から名護市を介し取水した後、国道沿いに設置する送水ポンプ場

から、演習場地区の高台に設置する配水槽（容量約 3,000m3）に送水し、配水槽

から自然流下でキャンプ・シュワブ内へ配水する計画としています。 

給水計画概略図を図-2.2.6.6に示します。 

 

 

図-2.2.6.6 給水計画概略図 
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  2) 汚水排水計画 

将来の計画汚水量は 1 日約 2,600m3となります。これは、生活排水の他、洗機

排水処理施設にて一次処理された排水の二次処理も兼ねています。 

現在は、辺野古崎にある汚水処理浄化槽にて処理していますが、将来は、埋立

地西側に汚水処理浄化槽を設置し、処理することになります。 

汚水処理方式については、膜分離活性汚泥法を採用します。この方式は、予想

される発生汚水量の増減に対して安定した放流水質を確保できるとともに、生物

学的硝化・脱窒除去が可能であること、凝集剤添加により高度なリン除去が可能

であること、浮遊物質をほぼ 100%除去し、大腸菌も除去することが可能であるこ

と、さらに高度処理後の放流水質は、当該海域よりも厳しい閉鎖性海・水域（瀬

戸内海や琵琶湖）の放流基準を満足できることなどの特徴を有し、環境負荷への

低減を図ることができます。 

汚水処理浄化槽で処理された処理水は、飛行場内に敷設する雨水排水管を通じ、

飛行場西側に分布する海草藻場を避け、飛行場南側の海域へ放流する計画として

います。 

汚水排水計画概略図を図-2.2.6.7に、汚水排水処理フロー図を図-2.2.6.8に、

計画汚水処理水質を表-2.2.6.2に示します。 

 

 

図-2.2.6.7 汚水排水計画概略図 
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図-2.2.6.8 汚水排水処理フロー図 

 

 

表-2.2.6.2 計画汚水処理水質 

項 目 計画流入水質 除去率 処理水質 

pH 7.0 － 5.0 以上 9.0 以下 

BOD 200mg/L 97.5% 5mg/L 

COD － － 10mg/L 

SS 200mg/L 96.8% 6.4mg/L 

ノルマルヘキサン

抽出物質含量 
100mg/L － 30mg/L 以下 

窒素含有量 30mg/L 77.7% 6.7mg/L 

リン含有量 10mg/L 90% 1mg/L 
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  3) 雨水排水計画 

土砂発生区域における雨水排水については、裸地による赤土等の流出を防止す

るための恒久対策（表土保護工等）を行った上で、現況の集水域である辺野古ダ

ム湖へ自然放流する計画です。 

飛行場地区における雨水排水については、土砂発生区域と同様に裸地部につい

ては恒久対策（表土保護工等）を行った上で、雨水排水管を通じて、飛行場西側

に分布する海草藻場を避けた飛行場南側及び飛行場東側の海域へ放流する計画と

しています。 

なお、幹線排水管は、代替施設がキャンプ・シュワブの下流側に位置すること

から、代替施設区域以外の雨水排水も考慮して計画しています。 

雨水排水計画概略図を図-2.2.6.9に示します。 

 

 

 

図-2.2.6.9 雨水排水計画概略図 
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  4) 洗機排水処理 

航空機を洗浄する洗機施設は 3箇所設置することとしています。 

誘導路上に設置する 2箇所の洗機施設については、海水による錆を防ぐために

水による洗浄を行います。駐機場西側に設置する洗機施設では、水洗浄では落ち

ない航空機の汚れを洗剤や溶剤を用いて手洗いで洗浄します。洗剤・溶剤には、

合成洗剤や界面活性剤溶液等を用います。 

洗剤や溶剤を用いて洗浄する際に発生する排水については、通常の汚水処理浄

化槽では処理できない成分（グリース、ベンゼン等）を凝集沈殿方式により、反

応槽において薬品を添加して成分（フロック形成）のサイズを大きくした後、沈

殿するフロックに微細気泡を付着・浮上させて加圧浮上槽にて除去します。なお、

ベンゼンについては、凝集槽へ活性炭を投入することにより、ベンゼンを活性炭

に吸着させて加圧浮上槽で除去します。このように一次処理（処理水質：グリー

ス 5mg/L 以下、ベンゼン 0.1mg/L 以下）を行った後、排水は汚水処理浄化槽にて

二次処理されます。 

誘導路上に設置される洗機施設については、処理水の一部を再利用し、当該海

域への放流量を極力抑える計画としており、これにより海生生物への影響の低減

を図ることが可能になります。また、洗機施設からの処理水は水質点検を行った

後、海域へ放流する計画としています。洗機排水処理施設処理フロー図を図

-2.2.6.10に示します。 

 

 

 

図-2.2.6.10 洗機排水処理施設処理フロー図 
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  5) 給排水系統 

計画給水量は約 4,200m3/日であり、その内訳は生活給水量約 3,100m3/日、業務

給水量約 1,100m3/日となっています。  

生活給水量約 3,100m3/日のうち、生活用水約 2,100m3/日については、汚水処理

浄化槽による処理を計画しています。残るその他の生活給水量約 1,000m3/日につ

いては屋外清掃水、芝・植栽の散水等に使用します。  

また、業務給水量約 1,100m3/日については、洗機場用水（約 150m3/日）とプー

ル用水（約 350m3/日）の約 500m3/日を、汚水処理浄化槽により処理する計画とし

ています。また、汚水処理浄化槽を経由せず油分離槽を経由後、雨水排水管へ流

すものとして、誘導路内洗機場用水 2 箇所約 400m3/日、車両整備場用水約 80m3/

日を見込んでいます。なお、その他にグラウンド散水用として約 120m3/日を使用

する計画としています。給排水系統図を図-2.2.6.11に示します。  

 

 

 

図-2.2.6.11 給排水系統図 
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2.3 事業計画の検討 

2.3.1 作業ヤード及び海上ヤード 

 (1) 必要性 

作業ヤード及び海上ヤードについては、護岸用ブロック等を製作・仮置きする

ために必要なものと考えています。 

なお、作業ヤード及び海上ヤードについては、①当該事業の実施区域が外洋に

面しており、護岸の建設に必要なケーソンや護岸用ブロックを長距離運搬するに

は非常に厳しい海象条件であること、②近傍に適切な港湾施設がないこと及びケ

ーソン等の運搬に必要な水深があるかなどの検討のほか、③普天間飛行場の移

設・返還を一日でも早く実現するためには、代替施設の規模を考慮すると大量・

急速な施工が必要となることなどを踏まえ、確実かつ安定的な運搬が可能な事業

実施区域の近傍で、また、出来るだけ埋立てや浚渫による改変面積が少なく、利

用可能な場所として選定したものです。 
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 (2) 大浦湾西岸海域作業ヤード 

本作業ヤードは、RC ケーソンを製作することとして計画していましたが、環境

調査の結果、当該海域にはトカゲハゼ、クビレミドロ、ユビエダハマサンゴ（図

-2.3.1.1参照）といった貴重な動植物の生息が確認されており、当該動植物に対

する影響の低減や保全対策を講じることが困難なことから本作業ヤードの計画を

取り止め、当該海域に及ぼす影響を回避することとしました。 

なお、本作業ヤードで行うこととしていました RC ケーソンの製作については、

沖縄県内において利用可能な既存の港湾施設においてフローティングドックを用

いて製作することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.1.1 大浦湾西岸海域平面図 

 

 

 

 

 

トカゲハゼ生息域 
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 (3) 辺野古地先水面作業ヤード 

本作業ヤードは、護岸用小型ブロックの製作及び仮置きをする目的として、辺

野古地先水面に辺野古漁港を挟む形で計画しています。 

ブロック製作ヤードにおいては、代替施設護岸工事に必要な護岸用ブロックを

代替施設の埋立てに先行して製作することから、代替施設の埋立地そのものの使

用は困難であり、本ヤードを計画するものです。 

ヤードの必要面積は、ブロック等の製作個数を勘案して、必要 小限として計

画するほか、広い面積を必要とする時期には、キャンプ・シュワブ敷地内の作業

ヤードと同時利用することにより、 大限の縮小を図っています。また、環境へ

の影響を低減するため、埋立面積の縮小を念頭に、既設用地の利用も含め、施工

計画を踏まえ検討した結果（2.4.2(2)参照）、配置は図-2.3.1.2に示すとおりと

なり、その面積は約 7ha（既存陸地を除く埋立地は約 5ha）となります。 

なお、作業ヤードとして使用が終了した後については、名護市が有効に活用す

ることも含め、今後検討します。 

 

 

図-2.3.1.2 辺野古地先水面の作業ヤード平面図 
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 (4) 海上ヤード 

製作済みケーソンを仮置きする目的として、大浦湾中央海域付近の海底に海上

ヤードを計画しています。 

海上ヤードは、施工計画を踏まえ検討した結果(2.4.2(3)参照)、約 3ha の面積

を必要とし、またその配置は、埋立予定地では作業船の航行が多く、作業時のア

ンカー配置及び埋立材の揚土バースとしての使用により作業が輻輳することから

困難であり、大浦湾内に計画するものです。具体的な位置については、環境調査

において当該海域に生息が確認された塊状ハマサンゴ属群生やユビエダハマサン

ゴ群生への影響を考慮し、塊状ハマサンゴ属群生から出来る限り離すこととし、

海底地形等を踏まえつつ検討した結果、これから約 300ｍ離れた図-2.3.1.3に示

す砂泥質海底上の深さの異なる 3箇所に設置することとしました。 

海上ヤードの施工前には、底生生物等の生息確認を行い、重要な種やサンゴ類

が確認された場合には移植することとします。また、海上ヤードの存在により、

当該区域に生息するウミヒルモ等の生息・生育域が消失するほか、ヤード周辺の

流れに影響が及ぼされることから、基本的に埋立工事の竣工後に撤去することと

します。 

海上ヤード撤去後は、周辺の海底の状況は平坦な砂質であることから、外力（流

れ・波浪）が設置前の状況に戻れば、特段の対策を執らなくても、原状の環境に

回復するものと想定していますが、跡地及び周辺の海域生物の生息状況等につい

て事後調査を実施し、その状況を踏まえ、必要に応じ対策を検討し講じることと

します。 

なお、海上ヤードは上記のように深さの異なる 3箇所の自然石の捨石を積み重

ねたマウンドで構成されており、捨石表面に新たな付着生物の定着や、捨石間の

空隙に生物が生息することも考えられます。さらに、生態系の豊かな大浦湾にお

いて、ヤードの設置に伴う環境へのインパクトに加え、撤去に伴う環境へのイン

パクトを与えることが適切か否かについても考慮する必要があります。 

このことから、海上ヤードについては、基本的に撤去することとしているもの

の、ヤード周辺域の生物の生息状況、3 箇所それぞれの捨石マウンドに着生、蝟

集する生物の生息状況を事後調査するとともに、その結果とヤードの撤去に伴う

環境へのインパクトを総合的に検討し、撤去するのか生物の生息場として存置す

るのかを専門家の意見、助言を踏まえて改めて判断することとします。 
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図-2.3.1.3 海上ヤード位置図 

注）当初の   で示した位置から   で示した位置とすることにより、

塊状ハマサンゴ属群生への影響を回避しました。 

 

 

ユビエダハマサンゴ群生 

塊状ハマサンゴ属群生 

海上ヤード設置位置の海底面 
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2.3.2 埋立土砂 

 (1) 埋立土砂発生区域の選定理由 

当該事業は、土量約 2,100 万 m3（辺野古地先水面作業ヤード埋立土量約 20 万

m3含む）の埋立てを計画していますが、少なくとも概ね 200 万 m3について、辺野

古ダム周辺の埋立土砂発生区域から採取する計画としています。 

埋立土砂を採取する区域を必要とする理由としては、普天間飛行場の移設・返

還を一日でも早く実現するためには、代替施設の規模を踏まえ、大量・急速な埋

立工事を行うことが必要となりますが、飛行場支援施設及び燃料施設を含む地区

（図-2.3.2.1における着色部）の埋立工事については、飛行場施設の建設も含め

た全体工程を検討した結果、出来るだけ早期に着手しなければならないと判断し

ており、護岸工事開始後、概ね 12 ヶ月以降に埋立てを開始することと想定してい

るところです。 

これを踏まえ、埋立計画を検討するにあたって、全量を海上から搬入する購入

土砂とした場合には、土砂の調達が土砂供給者の事情や海象条件等に左右される

おそれがあり、事業者として必要な量の土砂を必要な時期に確実、かつ、安定的

に調達できる手段を確保する必要があるため、埋立ての初期の段階において事業

実施区域の近傍にあり、一般の交通に出来るだけ影響を与えない辺野古ダム周辺

から採取するとしたところです。 
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図-2.3.2.1 ダム周辺切土投入位置 

 




